
１ 課の運営方針

２ 担当（係）の使命（果たす役割）

３ 課の経営資源

（１） 課の体制

人 うち 人 ・ 人 千円 千円

（２） 事業規模 ※R3職員平均給与（ 千円）ベース ※予算計上額

千円 千円 （正職員人件費を除く） 事業

令和５年度 課の運営方針書

職員数 正職員
会計年度
任用職員

正職員 49,721

7,103

19,051
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16 7 9 人件費

42,809 担当予算事業数 11歳入予算額 8,508 歳出予算額

会計年度
任用職員

（生活安全担当）　　安心安全に生活できる地域社会の実現に向けて、市民・関係機関・行政が連携し、交通安全の推進、犯罪の防止等に取り組みます。
（市民相談・消費生活センター担当）　　市民の日常生活上の悩みや不安の解消について、相談窓口の紹介等、適切に対応するとともに、消費生活等に係るトラブルの未然
防止のため、相談体制の強化や啓発に努めます。　また、「犯罪被害者等支援総合的相談窓口」を通じて、関係部署や関係団体と連携・協力し、犯罪被害者等に寄り添った
支援を行います。

【課の使命】
・安心安全に生活できる地域社会の実現に向けて、市民・関係機関・行政が連携し、交通安全の推進、犯罪の防止等に取り組みます。
・市民の日常生活上の様々な相談や市に対する要望・苦情等に適切に対応するとともに、消費生活等に係るトラブルを未然に防止するため、相談体制の強化や啓発に努め
ます。昨年度から市民相談センターに「犯罪被害者等支援総合的相談窓口」を設置し、相談業務を行っています。今後も犯罪被害者等に寄り添い、円滑な支援体制を維持し
ていきます。

【課の目標】
①「犯罪被害者等支援条例」に基づき、昨年度は「犯罪被害者等支援推進計画」を策定。今後も犯罪被害者やその家族が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、地域社会
で被害者等を支えるまちづくりを進めるとともに、条例や計画に基づいた支援を進めます。
②「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車等の適正利用及び放置防止を推進することにより、円滑な交通と防災活動の確保及びまちの景観
等の向上を図り、安全で快適な市民生活の実現に寄与します。
③「交通教育センター」を交通安全教育の拠点施設として、子どもは勿論、高齢者や外国人に対する交通安全教育の充実や交通安全に関する知識の普及や技術の向上等
を推進し、機能強化を図ります。
④相談体制の強化と各世代に対応した消費者教育の充実を図り、消費者被害の防止に努めます。また、令和4年4月1日から民法改正より成年年齢の引き下げが実施され
ており、未成年者の消費者被害の未然防止・早期解決に引き続き取り組みます。
⑤未だにうそ電話詐欺被害が後を絶ちません。警察署を始めとする関係機関との連携を一層強化し、課一丸となり詐欺被害の未然防止に向けて取り組みます。

【行財政改革への取組み】

1　.交通教育センターの管理・運営を行う「周南市交通安全対策推進協議会」職員（会計年度任用職員）と連携・協力し、施設利用者に対する交通安全意識の普及・啓発を
一層進めます。また、より効率的で効果的な施設の管理・運営を行います。
2.　消費生活事業は、ｄラーニングによる知識の習得やオンライン研修の受講による職員の専門的スキルの醸成に努めるとともに、webによる会議の出席等にも積極的に取
り組みます。また、メールしゅうなんやホームページ、文字放送等の積極的な活用により、迅速で効果的な周知啓発・情報提供を行います。
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４ 課の中期目標 （優先順）　第２次周南市まちづくり総合計画・後期基本計画に掲げられた基本施策を実現するための推進施策
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４　安心安全
３　市民生活の安全性の向上
２　安心安全な暮らしの実現

・「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車事故の防止、盗難の防
止、また、自転車の放置防止に向けて、市民等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の
実現を目指します。
・自治会等のＬＥＤ防犯灯及びカーブミラーの設置を支援することにより、市民生活の安全性の
向上に努めます。

1

目標

４　安心安全
３　市民生活の安全性の向上
１　防犯運動・交通安全運動の推進

・警察や周南市交通安全対策推進協議会、周南防犯協議会等の関係団体と連携し、各種キャン
ペーン活動等を通じて、交通事故やうそ電話詐欺等被害の未然防止等の取組を実施します。
・「周南市交通事故０の日」の周知や高齢者等の交通事故防止に向けた取り組みを行うととも
に、交通教育センターでの交通安全教育の実施を通じて、安心して生活できるまちづくりを推進
します。

実現したい成果　（最終目標）推進施策

・「犯罪被害者等支援条例」及び「犯罪被害者等支援計画」に基づき、犯罪被害者やその家族が
一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、各機関や団体と連携し、地域社会で被害者等を支える
まちづくりを進めます。また、「犯罪被害者等支援総合的対応窓口」を通じて、犯罪被害者等から
の総合的な相談に対応します。

４　安心安全
３　市民生活の安全性の向上
３　消費者安全の確保

・複雑・高度化する相談に対応するため、消費生活相談員等の資質向上に努め、消費生活相談
における助言やあっせん等を実施することにより、消費者被害を未然に防止します。
・「周南市消費者見守りネットワーク協議会」を通じた活動により、関係機関・関係団体と連携し、
高齢者・障害者等の消費生活を見守ります。
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４　安心安全
３　市民生活の安全性の向上
２　安心安全な暮らしの実現


